
 
非常勤職員雇用と謝金就業の判別及び手続きについて（平成 26 年 6 月現在） 

 
 

※詳細・不明点は人事労務

課人事労務係までお問い

合わせ下さい。 

判別ポイント② 

業務の継続期間は「31 日以上」である 

非常勤職員雇用 
（事務補佐員・教務補佐員・TA・RA） 

(人事労務課人事労務係(内線 5127)
     jinji-roumu@tufs.ac.jp)

謝金就業 
 

(会計課調達経理係(内線 6598) 
kaikei-chotatsukeiri@tufs.ac.jp) 

1. 申請書類の準備  
①雇用計画表 
②勤務カレンダー 
③選考報告書(TA・RA は不要) 
 
④履歴書 
⑤最終学歴証明書(本学学生は学生証の写しで代用) 
⑥住民票記載事項証明書(本学学生は不要) 
⑦履修確認表(本学学生のみ) 
 

※各種書式は http://www.tufs.ac.jp/common/is/soumu/jinji/koyou_shinsei.html からダウンロード可能 

↓ 

2. 書類提出 
①~⑩を人事労務課人事労務係(TA・RA は教務課大学院係)へ提出。 
提出期限：勤務開始日の２週間前まで。 

↓ 

3. 雇入通知書等の配布 
人事労務係から雇用責任者(担当教員)経由で被用者へ 
公印あり：被用者本人が手元に保管 
事務控：署名捺印の上、人事労務係へ提出 

 
 

4. 出勤簿への押印：毎回出勤の都度 
勤務場所へ行く前に必ず出勤簿管理担当課(雇入通知書に記載)に立ち寄り、出勤簿に押印すること。 
出勤簿への押印がない場合は欠勤とみなされ、当該給与は支払われない。 

学内で携わる全ての「雇用」業務の合計勤務時間（週当たり）に上

限あり。 ※「謝金就業」の時間は含まない。 
・学外者：週 30 時間まで 
・本学学生：週 19 時間まで 

⑧給与振込申出書 
⑨通勤届(交通費支給対象者のみ) 
⑩在留カードの写し(両面)(該当者のみ) 
(または⑩に代えて外国人登録証明書の写し及び資格外活動許可証の写し) 

1. 申請書類の準備 
①研究補助等申請書 
②履歴書(本学学生は学生証の写しで代用) 
③履修確認表(本学学生のみ) 
④銀行振込依頼書 
⑤在留カードの写し(両面)(該当者のみ) 
(または⑤に代えて外国人登録証明書の写し及び資格外活動許可証の写し) 

⑥租税条約に関する届出書(該当者のみ) 
※各種書式は http://www.tufs.ac.jp/common/is/kaikei/syakin-check.html 

からダウンロード可能（諸謝金単価基準表もこちら） 

↓ 

2. 書類提出 
①～⑥を会計課調達経理係へ提出。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 就業実績の報告：月末もしくは業務終了後 
出勤表(書式は業務内容に応じる)を会計課調達経理係へ提出。 

勤務開始後の手続き

勤務開始前の手続き

判別ポイント① 

「使用従属関係」がある
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業務の内容・遂行方法に関して、管理者(担当教員など)の指揮監督あり。 
※業務内容が下記例 1, 2 の場合であっても、指揮監督があればこちらに

該当（教務補佐、TA など）。 
 

例 1．指導・助言業務 
・講演 ・留学生チューター 
・インフォーマント …など 

例 2．成果物を伴う業務 
・原稿執筆 ・翻訳 
・問題作成   …など 

※【目安】諸謝金単価基準表(下記 URL 参照)に記載のある業務が該当。 

業務の内容・遂行方法に関して、作業者に広範な裁量あり。 

参考

○「通算期間」 
×「勤務日数の合計」


